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 ２０２５ 上半期！！！ 

校長  
 

今年 2025 年も 6 か月が過ぎようとしています。元日に立てた誓い、目標に向

け、日々精進されていますでしょうか。私は、大谷翔平選手が作っていたマンダ

ラチャートを年初めに作っています。マンダラチャートは、目標達成のために具

体的な行動が示されるので、日々やることが可視化されます。行動しなければ目

標は達成できません。意志だけでは何も動かないのです。何かをする、何かをし

ないためには、どう行動するか、それを考えることが大事だと考えます。これ

は、目標達成のマンダラチャートに限ったことではありません。日常的に私たち

は、自分で考え行動しています。 

大人は判断の基準を教えます。ある程度のルールの枠組みを作ります。子供た

ちは、そこから自分たちで考え行動していきます。日々の授業や行事、友達との

遊び、放課後の習い事などの活動を通して、主体的に学んでいきます。  

先日の修学旅行では、6 年生は、班ごとに自分たちで行程を考え、その時々の

行動、対応について自分で考えました。自分たちでどうするかを判断して過ごし

た２日間でした。そのために事前に学習をし、６学年までにいろいろな経験を積

み、自分なりの判断材料をそろえました。子供たちだけに任せてしまうのは、時

に不安になり、子供のためにと思い、ついつい口を出してしまいます。でも、そ

れは、子供がこれから成長していくために必要な財産を奪っているのかもしれま

せん。修学旅行に限らず、学校では、友達との関係づくり、集団での過ごし方

等、自分で考えて行動することが増えていきます。学校は学習の場だけではな

く、変化の激しい現代社会において、非常に重要な忍耐力、協調性、自制心など

を養う場でもあります。学習以外の休み時間の過ごし方、掃除、登下校で学ぶこ

とはたくさんあります。下半期もたくさんの行事や体験学習があります。 

「主体的に学び、心豊かでたくましい子に育つため」に、どう行動すればいい

のかを考える学校でありたいと思います。本日の学習参観はいかがだったでしょ

うか。先日、学校評議員の方々に校内死角点検もしていただいております。ご意

見、お気付きのことがありましたら、学校にお寄せください。よろしくお願いい

たします。 

教育目標 主体的に学び心豊かでたくましい子供の育成 
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日 曜 行   事 

６/14 土 
特別日課  
学習参観<弁当持参> プール清掃<保護者・職員> 

16 月 振替休業 

17 火 
特別日課 
３年 校外学習 

18 水 ４年 表現運動発表会 

19 木 ３年 リコーダー講習会 

20 金 内科健診・運動器健診 

21 土 ボッチャ教室 <スポーツ振興会主催> 

22 日 ボッチャ大会 <スポーツ振興会主催> 

23 月 
４～６年 クラブ活動 
１・２年／５・６年 水泳学習 

25 水 学校徴収金振替日 

27 金 歯科健診 

30 月 ５年 移動教室 

7/1 火 
５年 移動教室 
特別日課 

2 水 
５年 移動教室 
特別日課<５年生以外> 
 ４ 金 ６年 歴史出張授業＜火起こし体験＞ 

７ 月 
４～６年 委員会活動 
１・２年／３・４年 水泳学習 
６年 租税教室 

８ 火 
特別日課 
２年 トウモロコシ皮むき 
保護者個人面談 

９ 水 

特別日課 
６年 薬物乱用防止教室 
３・４年 くすりの正しい使い方教室 
保護者個人面談 

10 木 
特別日課 
保護者個人面談 

11 金 
特別日課 
保護者個人面談 

12 土 グラウンドゴルフ教室 <スポーツ振興会主催> 

14 月 ３・４年<着衣泳>／５・６年 水泳学習 

15 火 学校徴収金再振替日 

16 水 なかよし活動 

17 水 
給食最終日 大掃除 
３年 エダマメのさやとり 

18 金 
特別日課 
夏休み前全校集会 
学区パトロール<保護者・地域の皆様・職員> 

19 土 夏季休業＜～８/31＞ 

25 金 学校徴収金振替日 

 

【生活目標】 
休み時間の過ごし方を考えましょう。 
正しい言葉づかいではっきりと話しましょう。 

【お知らせとお願い】 

〇下校時刻の変更 

 7 月１・２日は全校の下校時刻が変わ

ります(５年生以外）。年間行事計画から変更

になりましたので、ご承知おきください。 

 

〇安全安心の生活 

①死角点検について 

千葉市では、校内における性暴力の防

止のため、校内の死角点検を実施してい

ます。先日、学校評議員の皆様と空き教室

や校舎内の「入りやすく見えにくい」とこ

ろを点検し、安全を確認しました。 

②交通安全について 

本校の学区は、 「各所で道幅が狭い所が

ある」「段差や坂道の歩行・自転車の乗り

方に注意」など交通安全に配慮しなけれ

ばなりません。 

お子様は歩道・道路を正しく歩いたり、

横断歩道を渡ったりしているでしょう

か。自転車を歩道や路肩で安全に乗って

いるでしょうか。ヘルメットは努力義務

ですので、ご家庭で検討してください。 

お子様の命を守るため、交通安全につ

いて話し合っていただければ幸いです。

千葉県や警察のホームページも参考にし

てください。 千葉県 サイクルール   

 

〇子どもにこにこサポート 

 千葉市教育委員会では、学校における

いじめや体罰、性的ないやがらせ、家庭内

での虐待などの問題に対応するために、

市内の小学校・中学校等の児童生徒に「子

どもにこにこサポート」の手紙相談の用

紙（切手不要）を配布し、子供をめぐる諸

問題の解決に取り組んでいます。相談用

紙は年４回（４月、７月、10 月、12 月）

に配布しています。詳しくは、市教育委員

会のホームページをご覧ください。 

～給食費・学校徴収金の口座振替のお知らせ～ 

 今月 25日（水）は、第１期給食費（４・５月分）と学校徴収金の一括口座振替日です。納入額決定通知

書（13 日配付）と学校徴収金のお知らせを確認のうえ、前日までに必要な金額を口座にご用意ください。 

 引き落としができない場合は、７月 15日（火）に再振替を行います。再振替でも引き落としができない

場合は、金融機関等での支払いとなりますのでご注意ください。 

（学校給食費に係るお問い合わせ 市保健体育課   電話 ０４３－２４５－５９０９） 

（学校徴収金に係るお問い合わせ 本校 教頭    電話 ０４３－２６３－７９６３） 


